
平成27年度 局内監査措置状況報告（概要） 

 ・ 平成27年度局内監査（事務）として、【現金・証券類等の管理状況及び出納 
 

  事務】と【過去の指摘事項等に対するフォローアップ※】について、29課等44
職場を対象に監査を実施しました。 
 

 ・ 主な監査結果及びその措置については次のとおりです。 
 

 ・ なお、 「規程等を順守できていない不適切な事務」と指摘したものに対する 
 

  措置は、平成28年１月末で全て完了しております。 

※過去に大阪市にて実施された監査において、指摘等が
見受けられた項目を中心に監査を行いました。 
 
①水道局営業所に関する事務 
②水道業務用無線機の取り扱い 
③産業廃棄物処理に関する事務 
④消防関係の届出に関する事務 
⑤安全衛生関係の届出に関する事務 



平成２７年度局内監査（事務）の主な指摘・意見の内容と 
 

監査後に職場でとられた措置について 
 

（【  】内は規程等の名称） 



 ・  一部の職場において、小口現金を払い出す際に定められている小口現金支出 
  決裁簿の払出日・払出金額の記載や受領印の押印が漏れていた。 
 

⇒払出日及び払出金額の記載並びに受領印の押印を行い、今後漏れのないよう 
     担当職員に周知しました。 
 

  ☞小口現金の払出時に、定められた処理を失念していたことが原因です。 
 
   【水道局小口現金事務取扱マニュアル 小口現金支出等情報ファイル作成要領（抜粋）】 
    ・小口現金を払い出す際に、払出日・払出金額を記入し、支出相手方に受領印を押印してもらう。 
    ・小口現金（釣銭等）を受け入れる際に、受入日・受入金額を記入し、受入担当者の受領印を押印し 
     てもらう。 

26―１ー1 

 小口現金について 



26―１ー１（対策事例） 

次のとおり支出する。

￥ ￥

払出日 受領印 受入日 受領印

合計

5

明細

番号
品 名

3

4

明細

番号
科目 金額（税込） うち消費税等相当額

1

2

合 計

支出番号

3

所管名

明細番号

小 口 現 金 支 出 決 裁 簿

1

4
5

2

執行予定日起案日

単 価形 質 寸 法 金 額数 量

摘要

受入金額

平成　　年　　月　　日 平成　　年　　月　　日

払出金額

積 算 明 細

分任者 課(所・場)長 課長代理 係長 係員 記簿・照合

小口現金を払い出す際は、払出日と払出金額を記入し、
受領印を押印する必要があります。 

小口現金を釣銭等として受け入れる際は、受入日と受
入金額を記入し、受領印を押印する必要があります。 



 ・  一部の職場において、小口現金にて物品を購入した際に必要となる物品検収報   
     告書（小口）の作成及び関係課への報告が漏れていた。 
 

⇒物品検収報告書（小口）の作成及び関係課への報告を行いました。今後このよう 
     なことが起こらないよう確認の徹底を担当職員に指示しました。 
 

  ☞小口現金にて物品を購入した際は、検収を行った結果をもとに物品検収報告書（小口）を作成のうえ、 
   関係課に報告する処理を失念していたことが原因です。 
 

   【水道局小口現金事務取扱マニュアル 小口現金執行フロー[物品購買用] （抜粋）】 
    ※ 執行処理終了後、必要な場合は、適宜小口現金支出等情報ファイルから「物品検収報告書（小 
     口）」を印刷し、決裁後関係課あて報告する。 

26―１ー２ 



26―１ー２（対策事例） 

類別 品 名

検収年月日

3
2
1

合計

納 人

科目

形 質 寸 法

積 算 明 細

受入年月日

物品出納員 係員 物品取扱員 検査員

摘要

5
4

物品検収報告書（小 口）

会計 　

単 価

金額（税込） うち消費税等相当額

明細

番号

所管名

明細

番号

数 量

合 計

発行年月日

明細番号 支出番号

金 額

3

1

5

4

2

小口現金にて物品を購入した際は、検収
を行った結果をもとに物品検収報告書
（小口）を作成のうえ、関係課に報告する
必要があります。 



 ・  一部の職場において、産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）のうち、A 
     票の照合確認欄の記載漏れがあった。 

 

⇒照合確認を実施した年月日を記入しました。今後漏れの無いよう担当職員に周 
     知しました。 
 

  ☞各職場で保管しているマニフェストのＡ票と業者から返送されてきたＢ２票、Ｄ票、Ｅ票を照合確認した 
    日付をＡ票の照合確認欄に記載する処理を認識していなかったことが原因です。 
 

    【 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり（産業廃棄物 排出事業者向け）（抜粋） 】 
    ※【Ａ票】の照合確認欄には、返送された【Ｂ２票】、【Ｄ票】、【Ｅ票】と照合した日を記載してください。 

 産業廃棄物処理について 

26―２―１ 



26―２―１（対策事例） 

７枚綴りのマニフェストのうち、当局が控えとし
て保管しているＡ票の照合確認欄には、業者
から返送されたＢ２票、Ｄ票及びＥ票と照合確
認した日付を記載する必要があります。 

７枚綴りの複写式伝票 



 ・  一部の職場において、マニフェストの交付等状況に関する報告書を定められた 
     提出期限までに関係先に提出していなかった。 
 

⇒当該年度分のマニフェスト交付等状況報告書を作成し、関係先に提出しました。 
     今後は速やかに提出するよう担当職員に周知・指導を行いました。 
 

  ☞マニフェストの交付等状況に関する報告書を作成のうえ、関係先に提出する処理を認識していなかった 
    ことが原因です。 
 

    【 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のしおり（産業廃棄物 排出事業者向け）（抜粋） 】 
    マニフェストの交付者は、交付したマニフェストに関する報告書を作成し、知事（又は政令市長）に提出 
    しなければなりません。 
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26―２―２（対策事例） 

マニフェストの交付者は、各年度に交付したマ
ニフェストに関する報告書を作成し、翌年度の
６月30日までに知事（又は政令市長）に提出す
る必要があります。 



 ・  一部の職場において、安全管理者及び衛生管理者の選任届が適正に提出され   
     ていなかった。 
 

⇒選任届を作成し、所轄の労働基準監督署に提出しました。今後このようなことが 
     起こらないよう職員ミーティングで周知徹底しました。 
 

  ☞管理者の選任時に遅滞なく所轄の労働基準監督署へ届出を行うことを失念していたことが原因です。 
 
   【「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」のあらまし 
                                   （大阪労働局・管下労働基準監督署）（抜粋）】 
    総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生 
    した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告する必要があります。 

 安全衛生関係の届出について 

26―３―１ 



26―３ー１（対策事例） 

各職場の安全管理者又は衛生管理者が異動
した際は、異動日から14日以内に後任の管理

者を選任のうえ、遅滞なく所轄の労働基準監
督署へ届け出る必要があります。 



 ・  一部の職場において、安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任届が定 
   められた期間内に提出されていなかった。 
 

⇒次回の選任時には、法令で定められた期間内に届出を行うよう、担当内で周知 
     しました。 
 

  ☞管理者の選任時、定められた期間内に届出書の添付書類が揃わず、届出に時間を要したことが原因 
    です。 
 
   【道路交通法（抜粋）】 
    第74条の３第５項「自動車の使用者は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、 
    選任した日から十五日以内に、内閣府令で定める事項を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄す 
    る公安委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。」 
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26―３ー２（対策事例） 

各職場の安全運転管理者又は副安全運転管
理者が異動した際は、新たな管理者を選任の
うえ、異動日から15日以内に管轄の公安委員
会へ届け出る必要があります。 



今後も引き続き、適切な事務改善に努めます 


